
行政手続法適用 

不利益処分の処分基準 

処  分  名 施業実施協定の認可の取消し 

根拠法令及び条項 森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 10 条の 11 の 15 第 1 項 

所 管 部 課 名 経済部 産業観光課 

関係法令等及

び条項 
－ 

基   準 

 

・申請の手続き又は施業実施協定の内容が法令に違反してい

るもの。 

・施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限していると

認められるもの。 

・施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に違反し

ていると認められるもの。 
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